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　私は、40年以上も前から暴力団被害者の代理人として
いわゆる民暴事件にかかわっています。この間に、やくざ
（暴力団）が大きく変わりました。
　かつてのやくざは、堅気（市民）に派手な入れ墨や欠
けた指を公然と示し、独特のしゃがれ声やにらみつけるな
どして、自分がやくざであることをことさらに誇示しました。
当時は、やくざであることを相手に知らせることが、資金
源活動として有効でした。また、彼らの暴力を背景とする
脅しは本物で、（やくざの）本気の脅しを怖いと思わない
者はいなかったでしょう。
　やくざは、（債権取立など）外形上権利行使を装うこと
により、明らかな脅迫行為であっても、警察が、「民事不
介入」の立場にあることに着眼して、民事紛争であると
弁解して、検挙を巧みに免れていました。そういうことは、
やくざに脅された市民が警察に助けを求めても、民事トラ
ブルだからとして警察は助けてくれなかったということです。
　また、弁護士に対応を任せようとしても、大抵の弁護士
は、相手がやくざと知ると受任を渋りました。はっきり言え
ばやくざが怖かったのです。
　警察や弁護士の助けを受けられないことから、（債権取
立などによる）暴力団被害者の中には一家心中、一家離
散、夜逃げに追い込まれた人もおりました。
　驚いたことに、当時の社会の中には、やくざを「必要
悪」として、その存在を許容し、これを巧みに操ることが
経営者の才覚であるとして評価する考えもあったのです。
　企業経営者のなかには堂 と々総会屋を使う者もあり、地
上げ、債権取立、トラブル解決にやくざを使うことは社会
の一部ではまさに了解事項でした。
　昭和の終わりから平成の初めにあったバブルの頃に、や
くざは、地上げや不動産取引などで巨額の利益を得るとと
もに、更に知能化を進めて、株価操作などにも関与するな
ど、その手口は更に悪質化を進めました。
　民事介入暴力や企業対象暴力が犯罪行為ではなくと
も、法的に何らかの規制をすべしとの社会的要請（世論）
を受けて、平成4年には「暴対法」が施行され、指定暴
力団員の行う一定の「犯罪行為ではない不当要求行

為」を規制できるようになりました。
　しかし、暴対法の施行にもかかわらずやくざはその後も
一向に衰えを見せませんでした。
　平成19年の警察白書は、暴力団とその周辺者を、「日
本社会として到底放置できない存在」と記載し、政府は、
この年にいわゆる「行動指針」により市民（社会）に暴
力団との断絶を呼びかけました。国が（警察だけでは手
に負えないことから）社会を挙げて暴力団を撲滅しようと
呼びかけたのです。
　その後、全都道府県に暴力団への利益供与などを禁
止する暴排条例が制定され、これに反する事業者には、
都道府県（公安委員会）が是正勧告を発令してその事
業者名を公表できるようになりました。
　暴力団は、社会の変化に応じてその姿、形を変えました。
　今の暴力団は、一見暴力団員とは見えない服装や丁寧
な言葉遣いを心掛け、入れ墨をしている者を出さないよう
にするなど（往時に比して）劇的と言ってよいほど変貌し
ました。資金源活動を行うための工夫をしたのです。手口
も、恐喝的手口が目立たなくなる一方、詐欺的手口が多く
なっています。
　社会の変化や警察のさらなる取り締まりの強化にもかか
わらず、暴力団は現在においてもその強大な勢力を維持
しています。
　このことは、社会の一部にいまだに暴力団との関係を断
ち切れず利益供与を続けている存在があることを示すもの
です。
　暴力団は、反社会的存在であり、社会に害悪を及ぼし
続けています。
　事業者には、暴力団との過去の関わりを断ちきり、暴力
団にはいかなる経済的利益を与えないこと、表明確約書
の徴求や暴排条項の導入などの徹底などにより、暴力団
との関係断絶に一層努めるよう期待するものであります。

１　反社会的勢力からの債権回収には様々な困難を伴い
ます。債権回収のための勘所が一般化できる訳ではあり
ませんが、都度工夫を凝らして対処した具体的な実例
から、幾つかのノウハウを学ぶこともできると思われ、本
事案もその一つといえます。

　　本事案は、①暴力団周辺者Ａが、組の指示に基づい
てＹから戸籍を1円で買い取り、Ｙ名義の住民基本台帳
カード（住基カード）を取得し、これを使ってＹに成りす
ました、②ＡがＹ名義でＸ銀行から住宅ローンの借入れ
をして中古マンション（区分所有建物）を購入し、これ
を組長Ｂに譲渡して、組がこのマンションを利用してい
た、③その後間もなく、Ａが住宅ローンの割賦金の支払
を遅滞したので、Ｘは住宅ローン契約における期限の利
益を喪失させた上で、担保不動産競売の申立てをした、
というものです。

２　本事案では、当職らがＸから受任して担保不動産競
売申立てをするにあたり、債務者を誰にするかが問題に
なりました。Ａを債務者にするとなると、競売申立前にま
ず、抵当権設定登記に係る債務者名義の更正登記（債
務者名義をＹからＡに更正）をするための訴訟提起を要
し、その分時間と費用がかかります。

　　しかし、ＡがＹになりすました刑事事件（詐欺被告事
件）の刑事確定記録を取得して精査したところ、Ｙは単
に名義の使用を承諾しただけでなく、自ら役所を訪問し
て名義貸しに必要な手続に協力するなど、Ａその他の
暴力団周辺者との関係性が相当程度あることが分かっ
たので、名義貸人Ｙを債務者にすることが可能であると
判断するに至りました。そこで、後に争われる可能性も
考慮しつつ、①債務者はＹ、②Ｙ宛てに送達する努力
をするも所在不明となったときは公示送達をする、という
図式で、Ｙを債務者として申し立てることにしました。

３　結果として、Ｙの住民票上の住所地宛てに競売開始
決定書を送達できなかったので、公示送達の方針に切り
替えました。

　　公示送達をしてもらうためには、事前に、所有者であ
る組長Ｂの所在の確認及び債務者Ｙの住民票上の住

所地である区分所有建物の現地調査をしておく必要が
ありました。刑事確定記録等によれば、区分所有建物
を組事務所として利用している様子だったので、手続
に精通している当事務所職員と当職らが一緒に、複数
名で現地調査を行いました。複数名で臨場したのは、
危険回避のためだけでなく、万が一想定外の事態が生
じた場合にも速やかに事後対応できるようにするためで
もあります。

　　現地を調査して分かったのは、このマンションには１
階に１つの区分所有建物しかなく、対象となる区分所
有建物はその上階にあるので、何か起きたときに隣人
に助けを求めることが難しいということでした。そこでい
ざという時には非常階段を使って逃げられることを確認
し、非常階段に通じるドアを半開きにした状態で、対
象物件を訪問しました。住人は全く顔を現さず、（居
留守を使われた可能性もあります。）、結局誰も出て来
ませんでした。

　　その後、マンション1階に入っている店舗での聞き取り
及びマンション管理会社への架電調査等を行った結
果、不特定多数の者が出入りしており、特定人の住居
とは言い難いことが判明したので、これらの調査結果を
まとめた報告書を作成し、公示送達申立ての際の資料と
しました。

４　刑事確定記録で知り得た事情も含めて、このマンショ
ンの来歴について執行官にできる限り説明し（もちろ
ん、刑事確定記録の目的外使用にならないように注意す
る必要があります。）、組が利用している可能性が高いこ
となど、危険性を注意喚起しました。そのおかげで、執
行官との間でいろいろと情報交換しながら、競売手続を
進めることができました。

　　その効果があってか、組関係者による妨害もなく、担
保不動産競売の手続は申立てから8か月で終了しまし
た。担保不動産競売の申立書には書けない情報も吟味
した上で執行官に伝えることにより、執行裁判所・執行
官の協力を得やすくなると言えましょう。

以上

暴力団今昔物語暴力団今昔物語
なりすまし事案におけるなりすまし事案における
担保不動産競売申立て担保不動産競売申立て
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1　事案の概要
　担保不動産競売実行後、債権者Ｘは、債務者Ｙに対する
求償債権（無担保分）につき、Ｙに対する債務名義を取得し
たものの、その後Ｙが反社会的勢力であることが判明したこと
から、爾後の対応ができなくなってしまい、Ｘから当事務所に
債務名義に基づく強制執行の依頼がありました。
　当事務所で調査及び検討した結果、債務者Ｙの不動産、
預金債権、勤務先等が判明しないので、当事務所で受任し
て、自宅にある動産を差し押さえるべく、動産執行の申立てを
しました。
　ただ、仮に動産執行が功を奏さない場合には、その余の財
産が見当たらないので、動産執行の申立て→動産執行→執
行不能→無税償却又は債権者破産申立て、という処理をする
ことも検討していました。

2　動産執行
　動産執行は、執行官が債務者の動産が存する建物等に
入り、差押え禁止動産を除く換価しうる動産を差し押さえるとい
う手続を踏むので、場合によっては、債務者の抵抗も予想さ
れます。
　そのため、動産執行の申立てにあたり、執行官との間で、
債務者の属性を含む情報を共有し、危害リスクを回避する措
置を講じなければなりません。
　また、動産執行においては、申立債権者及びその代理人
弁護士は原則として債務者の室内に立ち入ることができず、
債務者と直接接触する機会がほとんどありませんが、執行補
助者は執行官を補助する立場にあるので、執行官とともに債
務者の室内に立ち入ることができます。
　そこで、執行補助者については、事前に執行官との間で、
Ｘ側（当事務所側）で手配することを確認し、債務者が反社
会的勢力である場合の対応にも慣れた当事務所が信頼を置
ける業者に依頼しました。これにより、前述の危害リスク回避及
び円滑な執行の一助になるだけでなく、室内に立ち入ることが
できない申立債権者及びその代理人弁護士の目となり、執行
の具体的な状況確認が可能となります。
　本事案において、動産執行後に、執行官からだけでなく、
補助業者から室内の様子及び債務者の対応などを聞くことが

できました。その話によれば、実際に執行に着手したところ、Ｙ
は在室していたものの終始静かにしており、危害を加えられる
虞は全くなかったとのことでした。なお、Ｙ側は本人と同居人の
2人、裁判所側は、執行官、立会人、執行補助者2人、さらに、
室内に立ち入れない債権者代理人らが外に控えていました。
　本事案においては、残念ながら、予想していたとおり換価
可能な動産はなく、後日、執行不能調書を受け取ることで動
産執行は終了しました。

３　債権執行
　前述のとおり、動産執行時に、申立債権者及びその代理
人弁護士は原則として室内に立ち入ることはできませんが、外
から内部の様子を窺い知ることは可能です。
　本事案において、開いた玄関の外から室内を見ると、室内
に勤務先のものと思われる制服のジャケットが掛かっているのが
見えました。
　そこで、室内に立ち入った執行補助者にも、制服のジャケッ
トが掛かっていたように見えたが、勤務先の制服ではないかと
確認したところ、勤務先の制服である旨の回答を得ました。
　これを受けて、当事務所において、当該制服を使用する勤
務先を調べたところ、まさに近隣に該当する会社を発見するこ
とができました。
　これによって、当該勤務先会社を第三債務者として、給与
債権の差押え（債権執行）を申し立てたところ、幸いにして給
与債権の差押えに成功し、その後毎月、Ｙの給与から債権回
収をすることができました。

４　最後に
　動産執行においては、執行官に全てを任せ、債権者側が
現地に行く必要は必ずしもありませんが、債権者自らが現地に
同行し、また執行補助者を手配した方が、執行官との連携も
スムーズに行うことができます。また、本事案のように、限定的
ではありますが、内部の情報を得ることもできるので、思いがけ
ず執行対象となる財産を発見することもあります。
　相手方の属性が反社会的勢力であっても、現地を訪問する
ことの重要性を再認識した事案として、本件をご紹介させてい
ただきます。

以上

暴力団員のした不法行為について、実行犯である暴力
団員には資力がなく、実行犯に対して損害賠償を請求する
のみでは、被害回復できないことが多くあります。そこで、我々
民暴弁護士としては、実行犯のみを相手にするのではなく、
実行犯たる暴力団員の所属する暴力団組長も被告に加え
て損害賠償請求をします。その請求の法的根拠は、使用
者責任（民法715条）と威力利用資金獲得行為に係る損
害賠償責任（暴対法31条の2）です。ここでいう使用者
責任（民法715条）とは、会社の社員が職務中に第三者
に損害を加えてしまった場合（運送会社に勤めるトラック運
転手が交通事故を起こした場合など）に、雇主である会
社がその損害賠償責任（治療費、慰謝料等の支払を行う
こと）を負うことをいいます。そして、暴力団員は、擬制的
血縁関係で結ばれた暴力団組長の指揮監督命令下にあっ
て上納金を納付しており、暴力団組長は暴力団員の資金
獲得行為によって利益を得ていることから、暴力団員の不
法行為の使用者責任が暴力団組長にあるものとして、暴
力団組長に対して責任を追及します。また、威力利用資
金獲得行為に係る損害賠償責任（暴対法31条の2）とは、
前述の使用者責任の特則として設けられたものです。指定
暴力団の暴力団員が、威力利用資金獲得行為（当該指
定暴力団の威力を利用して生計の維持、財産の形成若し
くは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るた
めに必要な地位を得る行為）によって損害を発生させた場
合に、その賠償責任を指定暴力団の代表者等が負うことを
いいます。
このような暴力団組長に対する損害賠償請求について
は、裁判上も、暴力団同士の抗争中に、山口組系暴力団
第3次団体の暴力団員が私服警官を誤射して殺害した事
案で、暴力団最上位組長（山口組組長）の責任を認め
た最判平成16年11月12日 判タ1170-134 （いわゆる京都
事件（藤武事件））を始めとして、以後も、暴力団組員の
不法行為を原因として暴力団組長の責任を認める判決がい
くつも出ています。
末端の暴力団員の不法行為を原因として暴力団組長の
責任を追及することは、第一には被害回復といった側面が

あります。加えて、暴力団が不法に取得した利得を剥奪す
る効果、更には、暴力団員の同種の違法行為や抗争を行っ
た場合には、同様に暴力団組長が賠償責任を負うことを明
確化させ、今後同種の行為を制限させるという抑止効果も
あり（特にみかじめ料請求等を制限させることができれば、
暴力団の資金源対策にもなります）、社会的にも意義があり
ます。
そして、今般、振り込め詐欺などの特殊詐欺によって、
多くの被害者が発生し、暴力団の新たな資金源になってい
るところ、当該特殊詐欺の責任を暴力団組長に問うべく、
東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起しました。私
もその原告弁護団の一員としてこの件に携わっています。
これまでの組長責任追及訴訟で問題となった事例は、被
害者に対して直接暴力団の威力を示して損害を発生させて
いた事案（暴力団員であることを殊更述べて恐喝をする
等）であったのに対し、特殊詐欺では暴力団であることを
被害者に対して示さずに架空の融資話を持ちかけて金銭を
詐取していた事案であるため、これが威力利用資金獲得
行為といえるのか等、これまでとは違った点が争点となって
います（この点について原告弁護団は、威力「利用」資
金獲得行為であって、暴力団の威力が被害者に示されるこ
とは必ずしも必要でなく、暴力団の威力を利用して特殊詐
欺事業を行っていたのであればこれにあたると主張していま
す）。
この訴訟では、特殊詐欺に関して暴力団組長の責任が
認められるか否かについて、初めての裁判所の判断が示さ
れることとなりますので、弁護団の一員として勝訴判決を勝
ち取ることができるよう全力を尽くして参ります。

暴力団組長に対する暴力団組長に対する
責任追及訴訟責任追及訴訟

動産執行から債権執行に移行して動産執行から債権執行に移行して
功を奏した事案のご紹介功を奏した事案のご紹介
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弁護士  小川 幸三 弁護士  中山 祐樹

弁護士　今日は、不当要求の手口の２つ目である「強烈な追い
込みをかけて素速く逃げる」の続きです。
不動産会社管理部長　お願いします。
弁　この問題の対応方法は、前回説明しましたが、彼らの追い
込みを排除できる弁護士と警察に介入してもらうことです（弁護士
介入・警察介入）。弁護士介入とは、弁護士が依頼者の代理人
に就任して、以後交渉の窓口は弁護士であることを彼らに通告し
て（窓口一本化）、彼らが依頼者である市民・企業に接触しよう
とするのを阻止することです。
部　弁護士が介入すると、彼らはどうなりますか？
弁　大半は「弁護士？ ああ別にいいよ」という態度ですが、自
己が被害者であると主張しているケースでは「なんで弁護士が出
て来るんだ！」と抗議したり、最初から怒り狂っているケースでは
「弁護士なんか関係ねえ！」とか「弁護士なんか認めねえ」と吼
える者もいます。
部　「弁護士を代理人として認めない」と言われたらどうすれば
いいですんか？
弁　弁護士を代理人とすることについて相手方の同意も許可も要
りません。誰でも法的な問題については専門家である弁護士を代
理人として相手方と交渉する正当な利益を有し、それは法的保護
に値するものなのです。ですので、通告すればいいのです。そ
れを無視して本人と直接交渉しようとして押しかければ、本人は自
己の正当な利益を侵害されたとして相手方に損害賠償請求できま
すし、また、それを理由に面談要求を拒絶をしても違法とはなりま
せん。
部　そうなんですか ！  じゃあ、私たちは弁護士を代理人に選任
すれば自らは彼らと会わずに済むから、彼らに威圧されて約束さ
せられることはなくなるわけですね。
弁　そうです。しかし、それでも彼らは本人に接触しようとしてきま
す。彼らの目標は目障りな弁護士の排除、つまり弁護士への委任
を止めさせることです。いかに弁護士でも委任関係が解消されれ
ば彼らと戦えません。そして、委任を止めさせるやり方は脅迫から
甘言まであらゆる方法がありえます。「弁護士に払うお金があるな
ら、こっちに返済しろよ！」とか、「弁護士に頼んでも高い金だけ取
られて役に立たないよ、いやそんなに困っているとは思わなかった
よ、それならこの条件でどうだい？弁護士に頼むよりあなたの負担
は楽になるんじゃないかなあ」とかありますね。
部　彼らが現実に押しかけてきた場合にはどうすればいいです
か？ 弁護士に助けを求めようとしても直ぐに連絡がつかないことも

多いし、連絡がついても直ぐに駆けつけることは難しいのではない
でしょうか。
弁　そうです。そこで警察介入なんです。
部　彼らが押しかけてきたら警察に逮捕してもらうんですね！
弁　違います。押しかけてきた彼らに対して「弁護士のところへ
行きなさいよ」と言って、彼らが市民に追い込みをかけるのを阻止
して追い返してもらいます。これを「現場引き分け」と言います。
部　警察が、そううまく動いてくれるでしょうか？
弁　ですから、「作戦」を立てるのですよ。
部　なるほど、ここでも「作戦」なんですね。
弁　そうです。とにかく市民や企業の皆さんは一刻も早く民暴対
応できる弁護士に相談に行って下さい。民暴弁護士は一刻も早く
相談者を連れて、相談者の自宅と職場を管轄する警察署の組織
犯罪対策担当を訪ねます。
部　以前、事務所報に書いてあった方法ですね（第４号の民暴
ＡＢＣ参照）。
弁　そうです。初めて読む人もいらっしゃるでしょうから、繰り返し
になりますが、警察には、依頼者が彼らから追い込みを掛けられ
ていることを説明した上で、「彼らを逮捕して欲しいのではありませ
ん。これは民事ですから、弁護士である私が依頼者の代理人と
して不当要求を拒否して対応します。しかし、彼らは民暴弁護士
が嫌いなので、依頼者の自宅や職場に押しかけてくる可能性があ
ります。そのときには、依頼者は躊躇することなく１１０番通報をし、
駆けつけた制服の警察官にこう言います。『民事のトラブルがあっ
て、私は弁護士に委任したのですが、相手はそれを認めず自宅
まで押しかけてくるのです。それで弁護士の指示で１１０番通報し
ました。』これを受けて警察官は相手に『自宅に来ないで弁護士
の方へ行きなさいよ』と言って、警察官に現場引き分けをしてもら
いたいんです。」と一気に説明します。
　この作戦のメリットは、①刑事事件化の依頼でないことを明示す
ることによって警察が慎重にならずに済むこと、②警察が民事の
実体判断（どちらの言い分が正当か）をせずに済み、民事不介
入の呪縛を回避できること、③警察と民暴弁護士との間の役割分
担が明確になり、警察は安心して対応できること、④警察の「判
りました。安心して下さい。すぐ駆けつけますから」の言葉に、
依頼者の警察への信頼が増大すること、です。
部　まさに「市民を守るために警察と民暴弁護士がタッグを組
む」わけですね！
弁　そのとおりです（ニヤッ）

　平成３０年１月１日より、篠崎・進士法律事務所のパートナー
に就任いたしましたので、謹んでご報告申し上げます。
　平成１９年１２月の弁護士登録と同時に当事務所に入所
し、それ以来、多くの案件に携わってまいりました。特に、
入所後間もない時期には、倒産案件や労働審判事件といっ
たとりわけスピードが要求される案件を担当し、迅速かつ的
確な業務遂行の重要性を痛感しました。その後も、裁判上
及び裁判外の民事事件を中心に、民暴事件、倒産事件、
労働事件、商事事件、建築事件、刑事告訴事件など、
それぞれに特色のある分野の案件に幅広く関わる機会を得
ました。これらのひとつひとつの案件から得た経験を、その

後に担当した案件に最大限に生かし、最善の結果を得られ
るよう職務に当たってまいりました。このような積み重ねの中
で、昨年末には弁護士登録後１０年を迎えることができまし
た。これもひとえに皆様とのご縁とご厚情の賜物であり、心
より御礼申し上げます。
　まだまだ未熟の身ではありますが、当事務所のパートナーと
して、これまで以上に一件一件の案件に丁寧かつ迅速に取
り組み、また、研鑽を重ね専門性を深めながら、更にご依
頼者の皆様のご期待に添えるよう努力していく所存です。今
後とも引き続き、ご指導、ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い
申し上げます。

パートナー就任のご挨拶パートナー就任のご挨拶反社の手口と対応策について反社の手口と対応策について
～ヒットエンドアウェイ～（その３）～ヒットエンドアウェイ～（その３）
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篠崎芳明弁護士と小川幸三弁護士が、
永年にわたり警察大学校の講師を務め、
その功績を称えられ、
感謝状を授与されました。



当事務所では広報活動の一環としてホームページを開設しております。
ここでは所長及び所属弁護士等の紹介や講演記録等を開示しております。

http://www.shinozaki-law.gr.jp/

当事務所のホームページです。

弁護士  篠崎 芳明　
本年は明治元（１８６８）年から１５０年になります。４月中旬
に会津若松市を訪ねました。大河ドラマ「八重の桜」の主
人公新島八重から会津女性の聡明さと逞しさを知り、一度
は会津若松市を訪ねたいと思っていたからです。
鶴ヶ城の満開の桜の下、あらためて戊辰戦争の経緯とその
後の（敗軍となった）会津藩士の無念、更にはあらためて
太平洋戦争敗戦（私は４才）後の市民の苦難を偲びました。
戦いに敗れることの悔しさとその後の苦難を想うとき、訴訟
においても決して敗けてはならないと肝に銘じたことでした。

弁護士  小川 幸三　
最愛のソファをなくした私は、新しいキャンプ用マットに出会
いました。これで土日でも深夜でも背筋を伸ばして事務所
を防衛することができます。

弁護士  進士 肇　
2月の「東京マラソン」にて4時間08分01秒で完走し、自
己ベスト更新！その後も5月の「稲毛花のマラソン」で4時
間47分51秒（暑かった）、6月の「柴又60ｋ」で7時間08
分46秒（とんでもなく暑かった）と、川内優輝君にはちょっ
と敵わないかという頻度でレースに出ています。真っ黒な
顔をしていますが、ゴルフ焼けではないのがちょっと残念
です。

弁護士  杉山 一郎　
破産や知財訴訟などのビジネス関係の訴訟を担当する
裁判所（ビジネス・コート）が2021年に中目黒に移転す
る予定です。現在は当事務所からは東京地裁本庁に歩
いて出頭できるので中目黒への移転は遠く感じます。破
産や知財訴訟がほとんどを占める事務所では、中目黒
付近に事務所を移転することもあるのでしょうか。

弁護士  中山 祐樹　
ゴールデンウィークの頃には落ち着きましたが、今年の春
の花粉はかなり強烈でした。目の痛みなどは毎年のことで
すが、喉にまで症状が出たのは今年が初めてです。よう
やくスギ花粉が落ち着くかという４月半ばの時期に、今度
はヒノキ花粉が猛威を振るい始めたことも精神的に堪えま
した。来年はもう少し楽になることを願っています。

弁護士  清水 恵介（客員）　
3月に発刊された民法判例百選の新版（Ⅰ・Ⅱは第8版、Ⅲ
は第2版）で、旧版に引き続き、共同抵当に関するⅠの95
事件を担当しました。解説のベースは変わりませんが、今
般の債権法改正で新設された代位弁済規定（民法504
条2項）の共同抵当への影響につき、やや踏み込んだ見
解を記しました。学生向け解説書なのですが…。

税理士  藤代 節子　
今年の税制改正では相続税の土地の評価で大きく変わっ
た点がありました。500㎡以上の土地に適用される「広
大地」が廃止されて「地積規模の大きな宅地」となりま
した。1月1日から適用されるので、試算しながら、以前
の広大地だったらもっと下がっていたのにということもあれ
ば、評価額が下がって良かったと喜ぶこともあり、改正は
税金の常ですが一喜一憂しています。

弁護士  金山 真琴　
私の地元には弘明寺観音という寺があり、そこのおみく
じが異様によく当たります。今年は凶を引いてしまい、上
半期があまりよくないとのことでした。そうしたところ、今
年早々に歯の神経治療、次は帯状疱疹と、かなり痛い
出来事が相次ぎました。こういうときこそポジティブに、よ
くないことも受け入れつつ、今後はよくなると信じて下半
期を過ごそうと思います。

弁護士  鶴岡 拓真
フィールサイクルという、暗闇の中で自転車を漕ぐエクササイズを
始めました。音楽に合わせて固定してある自転車を全速力で漕
いだり、リズムよく自転車を漕ぎながら腕立てや腹筋などをしたり
するわずか45分ばかりのレッスンですが、思っていたよりもハード
で、レッスンが終わると着ていたシャツが絞れるくらいの汗をかき
ます。しかし、その後にシャワーを浴びて、外の風を感じながら
歩いて帰るのが清 し々く、いい気分転換になっています。

弁護士  石黒 一利　
本年4月から、６００人弱の会員を抱える東京弁護士会法
友会第８部（春秋会）の事務局長に就任いたしました。
なお、事務局長は、幹事長及び副幹事長を補佐し、事務
局のまとめ役になります。元来、自由気ままに生きてきた人
間ですので、このような重責を担うことができるか心配でし
たが、やるからには、「楽しく元気に！」をモットーに1年間
取り組んでまいります。

弁護士  寺嶌 毅一郎　
たまに久しぶりの人に「少し痩せた？」と聞かれます。家に
体重計もないですが、大食い、運動０、の生活には変わり
なく、まあ普通、痩せる道理はない筈。ただ、前にテレビ
で見た「７０歳以上、１００キロ超えなどいない説」のように、
５０を超えて、この先は、これまで程太ったままではいられ
なくなるのかも。痩せ願望は無いですが、どうなるか少し楽
しみではあります。
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